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愛西市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 愛西市国民健康保険税条例（平成１７年愛西市条例第５６号）の一部を次 

のように改正する。 

第２条第３項ただし書中「２２万円」を「２４万円」に改める。 

第２３条第１項中「２２万円」を「２４万円」に改め、同項第２号中

「２９万円」を「２９万５，０００円」に改め、同項第３号中「５３万５，

０００円」を「５４万５，０００円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 改正後の愛西市国民健康保険税条例の規定は、令和６年度以後の年度分

の国民健康保険税について適用し、令和５年度分までの国民健康保険税に

ついては、なお従前の例による。 
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愛西市国民健康保険税条例の一部改正新旧対照表 

改 正 後 改 正 前 

（課税額） 

第２条  略 

２  略 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主

（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する被

保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額

及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額

が２４万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等

課税額は、２４万円とする。 

４  略 

 （国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の

納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条

第２項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額

して得た額（当該減額して得た額が６５万円を超える場合

には、６５万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が２４万円を超える場合には、２４万円）並

びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７万

円を超える場合には、１７万円）の合算額とする。 

 （１）  略 

（課税額） 

第２条  略 

２  略 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主

（前条第２項の世帯主を除く。）及びその世帯に属する被

保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額

及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額

が２２万円を超える場合においては、後期高齢者支援金等

課税額は、２２万円とする。 

４  略 

 （国民健康保険税の減額） 

第２３条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の

納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第２条

第２項本文の基礎課税額からア及びイに掲げる額を減額

して得た額（当該減額して得た額が６５万円を超える場合

には、６５万円）、同条第３項本文の後期高齢者支援金等

課税額からウ及びエに掲げる額を減額して得た額（当該減

額して得た額が２２万円を超える場合には、２２万円）並

びに同条第４項本文の介護納付金課税額からオ及びカに

掲げる額を減額して得た額（当該減額して得た額が１７万

円を超える場合には、１７万円）の合算額とする。 

 （１）  略 
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 （２） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並

びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以

上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を

加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１

人につき２９万５，０００円を加算した金額を超えな

い世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

  ア以下  略 

 （３） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並

びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以

上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を

加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１

人につき５４万５，０００円を加算した金額を超えな

い世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除

く。） 

  ア以下  略 

２  略 

 

 （２） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並

びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以

上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を

加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１

人につき２９万円を加算した金額を超えない世帯に

係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

  ア以下  略 

 （３） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及

び山林所得金額の合算額が、４３万円（納税義務者並

びにその世帯に属する国民健康保険の被保険者及び

特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以

上の場合にあっては、４３万円に当該給与所得者等の

数から１を減じた数に１０万円を乗じて得た金額を

加算した金額）に被保険者及び特定同一世帯所属者１

人につき５３万５，０００円を加算した金額を超えな

い世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除

く。） 

  ア以下  略 

２  略 
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愛西市国民健康保険税条例の一部改正の概要 

 

 

第１  改正の概要 

国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額及び低所 

得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得を引き上げるもの 

 

第２ 改正の理由 

地方税法施行令の一部を改正する政令（令和６年３月３１日公布、同年 

４月１日等施行）の施行に伴うもの 

 

第３ 改正の内容 

１ 国民健康保険税の後期高齢者支援金等課税額に係る課税限度額を引き

上げるもの 

 改 正 前 改 正 後 

後期高齢者支援金

等課税額に係る 

課税限度額 

２２万円 ２４万円 

２ 低所得者に係る国民健康保険税の軽減判定所得を引き上げるもの 

 改 正 前 改 正 後 

５割減額の対象と

なる所得の算定に

おいて被保険者等

の数に乗ずべき 

金額 

２９万円 ２９万５，０００円 

２割減額の対象と

なる所得の算定に

おいて被保険者等

の数に乗ずべき 

金額 

５３万５，０００円 ５４万５，０００円 

 

第４ 施 行 期 日      

令和６年４月１日 



保発 0126第１号 

令和６年１月26日 

都道府県知事 殿 

 

厚生労働省保険局長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

国民健康保険法施行令の一部を改正する政令の公布について（通知） 

 

 

国民健康保険法施行令の一部を改正する政令（令和６年政令第17号。以下「改

正政令」という。）が本日公布され、令和５年４月１日から施行される。 

改正政令の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、御了知の上、貴都道府県

内の市町村（特別区を含む。以下同じ。）への周知及び適切な運用について遺漏な

きようお願いする。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨 

「令和６年度税制改正の大綱」（令和５年 12 月 22 日閣議決定）において、国

民健康保険税の課税限度額を引き上げるとともに、国民健康保険税の軽減措置

について、５割軽減及び２割軽減の対象世帯に係る所得判定基準を改正するこ

ととされたことに伴い、国民健康保険料についても同様の措置を講ずるため、

国民健康保険法施行令（昭和 33 年政令第 362 号）の一部を改正するものである

こと。 

 

第２ 改正の内容 

１ 国民健康保険の保険料の後期高齢者支援金等賦課額に係る賦課限度額を22

万円から24万円に引き上げることとしたこと。 

なお、各市町村においては、これまで同様、それぞれの保険料賦課の実情

に応じて引上げ幅や引上げ時期を判断することが可能であること。 

 

２ 低所得者に対し被保険者均等割額及び世帯別平等割額を軽減する所得判定

基準について、５割軽減の基準については被保険者数に乗ずる金額を 29 万円

から 29万５千円に、２割軽減の基準については被保険者数に乗ずる金額を 53
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万５千円から 54万５千円に引き上げることとしたこと。 

 

３ 高額療養費制度及び高額介護合算療養費制度において、自己負担限度額が

低く設定される低所得世帯の判定基準のうち、倒産、雇止め等により非自発

的な離職をした特例対象被保険者等の属する世帯を対象に設定している判定

基準の特例について、２に準じた所要の改正を行うこととしたこと。 

 

４ その他所要の改正を行うこと。 

 

第３ 施行期日 

改正政令は、令和６年４月１日から施行すること。 
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